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研究成果の概要（和文）：本研究では、私企業の有する営業秘密の法的保護について、知的財産法および刑事法
という2つの法領域の融合的検討を実施し、わが国の営業秘密保護法制のあり方について提言を行った。具体的
には、米国およびドイツとの比較法研究を通じて、わが国の不正競争防止法上の営業秘密侵害罪の処罰時期が遅
く、また言い渡される刑も軽いという問題点を指摘した。さらには、今般導入された特許出願非公開制度につい
て、主として特許出願人の任意の協力に依存したものであって、強行的な制度としては実効性が低く、とりわけ
刑事的手段については依然として不正競争防止法上の営業秘密侵害罪によらざるを得ないことを指摘した。

研究成果の概要（英文）：　This study examined the legal protection of trade secrets held by private 
companies from the perspectives of the two legal fields of intellectual property law and criminal 
law, and made recommendations regarding the legal protection of trade secrets de lege ferenda in 
Japan. Specifically, through comparative legal research with the U.S. and Germany, the study pointed
 out the issues of the lack of punishment for trade secret infringement at an earlier stage than 
attempt　under Japan's Unfair Competition Prevention Act and the light sentence. Furthermore, it 
pointed out that the recently introduced secret patent application system, which mainly relies on 
the voluntary cooperation of patent applicants, is not effective as a mandatory system, and that, in
 particular, criminal measures still have to be based on the crime of trade secret infringement 
under the Unfair Competition Prevention Law.

研究分野： 知的財産法学・経済安全保障

キーワード： 営業秘密　経済安全保障　不正競争防止法　米国経済スパイ法　ドイツ営業秘密保護法　営業秘密侵害
罪　経済安全保障推進法　特許出願非公開制度

  １版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
本研究の学術的意義は、昨今の「経済安全保障」という世界の趨勢を視野に入れながら、米国・ドイツの法制度
との比較を通じて、わが国の営業秘密保護法制のあるべき姿を追究した点、今般導入された特許出願非公開制度
に対して特許法上の理論的基盤を提供した点にある。
また、本研究には、研究を通じて得られた知見を社会に還元することに成功した点で、社会的意義も大いに認め
られる。内閣官房副長官補の兼原信克氏と研究代表者の共編により発刊された編著書が類書の乏しい法制面での
検討を行ったものとして江湖に高く評価されたほか、「米国経済スパイ法・再訪」と題する60頁の論文により、
日米の刑事手続の相違を浮き彫りにすることができた。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１（共通） 
 
 
１．研究開始当初の背景 
 第 1 に、欧米諸国では、米国経済スパイ法や EU 営業秘密保護指令にみられるように、知的財
産権保護の重心が特許制度から営業秘密制度へと移りつつあることで、「営業秘密革命」ともい
うべき大きな変化が起きていたことが挙げられる。その一方で、わが国の営業秘密保護法制は、
平成 27（2015）年の不正競争防止法改正により大幅な改善が図られたものの、依然としてこれ
ら欧米諸国を後追いしている状況である。そのため、日本企業が相対的に経済スパイの標的とな
りやすい状況が続いていたのであった。 
第 2 に、技術のデュアル・ユース化の進展に伴い、防衛技術や情報通信技術に関わる私企業の

有する営業秘密が同時に防衛秘密でもある世界が現出しており、「営業秘密革命」が防衛秘密と
連動した形で進行していたことが重要である。このように、「営業秘密革命」を正確に読み解く
ためには、営業秘密のみならず、防衛秘密をはじめとする秘密保護法制全般を視野に入れる必要
があった。 
当時の世界情勢から見て、こうした潮流がわが国に波及することは不可避であると予測して

いたところ、本研究開始当初の令和 3（2021）年 10 月にはじめて経済安全保障担当大臣が置か
れ、翌年 5月に経済安全保障推進法が成立するなど、わが国にも本格的な「経済安全保障」の時
代が到来し、本研究の学術的・社会的意義がより高まることとなった。 
 
２．研究の目的 
 本研究の目的は、私企業の有する営業秘密の法的保護について、知的財産法および刑事法とい
う 2 つの法領域の融合的検討を行い、わが国の営業秘密保護政策のあり方について提言を行う
ことにあった。 
 
３．研究の方法 
 如上の目的を達成するため、以下の 2つの具体的課題および計 5つのサブテーマを設定し、そ
れぞれ立法資料、判例および研究論文の調査を実施した。 
 【課題Ⅰ】「わが国の営業秘密法の抜本的検討」では、次の 3 つのサブテーマを設定し、不正
競争防止法を中心とするわが国の現行営業秘密保護法制をいかように補強すべきであるのかを
検討した。 
（i）2019 年ドイツ営業秘密保護法の検討 
（ii）わが国の不正競争防止法における営業秘密侵害罪の再検討 
（iii）わが国の営業秘密法における刑事制裁と民事的な権利行使との連動 

 【課題Ⅱ】「わが国における秘密特許制度の導入に関する基礎的検討」では、次の２つのサブ
テーマを設定し、わが国の特許法に秘密特許制度（特許出願非公開制度）を導入するとすれば、
どのような制度が望ましいのかを検討した。 
 （iv）ドイツ刑法典における国家秘密漏洩罪の検討 
 （v）わが国における秘密特許制度のあり方に関する検討 
これらの課題・サブテーマに取り組むにあたり、知的財産法分野の研究者である研究代表者お

よび研究分担者 1名を中心に、それぞれ研究領域の異なる刑事法研究者 6名、および、経済安全
保障分野の研究者 1 名を研究分担者として迎え入れることにより、より多角的な検討を行う体
制を整えた。その際、研究内容に応じて、以下のようにチームを編成した。各チームには、研究
手法として、米国およびドイツとの比較法的検討を行うことができるメンバーを配置した。 
＜知的財産法チーム：研究代表者（玉井）・研究分担者（髙野・井形）＞ 
サブテーマ(v)および経済安全保障全般に関する研究を担当。 

＜刑事実体法チーム：研究代表者（玉井）・研究分担者（久保田・山田・根津・桑島）＞ 
サブテーマ (i)・(ii)・(iv) を担当。  

＜刑事手続法チーム：研究代表者（玉井）・研究分担者（吉開・石田）＞  
サブテーマ（iii）を担当。 

 
４．研究成果 
 各サブテーマに関する研究成果は、以下のとおりである。 
（i）2019 年ドイツ営業秘密保護法の検討 
 EU は営業秘密保護指令（2016 年）によって域内の営業秘密法の斉一化を図ってきたが、その
一環としてドイツは 2019 年に新たな営業秘密保護法を制定した。日本の営業秘密侵害罪（不正
競争防止法 21 条）の比較対象となりうるものとして、同法の罰則規定である 23 条の営業秘密侵
害罪を中心に検討を行った結果、ドイツでは、営業秘密保護について刑罰権行使が非常に前倒し
されていることが明らかとなった。以上の研究成果をまとめたものとして、研究分担者（山田）
が「ドイツ営業秘密保護法罰則について」高岡法学 41 号（2022 年）39 頁以下などを公刊した。 
 
（ii）わが国の不正競争防止法における営業秘密侵害罪の再検討 



 本サブテーマでは、サブテーマ（i）で得られたドイツ法に関する知見に加え、米国の営業秘
密保護法制をも比較対象に加えることで、わが国の営業秘密の刑事的保護の課題を浮き彫りに
した。なかでも、研究代表者（玉井）による研究成果である「米国経済スパイ法・再訪――主権
国家による産業スパイ事件をめぐって」信州大学経法論集 16 号（2024 年）131-190 頁において
は、現役の外国スパイが民間企業の私的財産である営業秘密を標的にした衝撃的な事件を通じ
て米国刑事司法の特質を活写し、その反面に析出されるわが国の法制度の問題点を浮き彫りに
した。また「技術流出の防止──産業面での秘密保護法制」玉井克哉＝兼原信克〔編〕『経済安
全保障の深層』（日経 BP、2023 年）73 頁以下においては、次の 2 つの問題点を指摘した。第 1
に、わが国の営業秘密窃取事案に対して科される刑の軽さを指摘した。たとえば、米国で 14 年
の拘禁刑となるようなケースがわが国では執行猶予に付されてしまうなど、わが国は「産業スパ
イ天国」だと言わざるをえないのが実情である。第 2 に、わが国では米国 FBI が用いるようなお
とり捜査や司法取引、通信傍受などの手段を当局が事実上使えないという捜査法上の問題を指
摘した。 
 
（iii）わが国の営業秘密法における刑事制裁と民事的な権利行使との連動 
 わが国においては、刑事制裁と民事的な権利行使とが必ずしも効果的に連動していないが故
に、営業秘密を標的とする経済スパイにとって「盗み得」の状況が生じうるのではないか、とい
う問題意識から出発した本サブテーマでは、刑事事件において得られた証拠を民事事件におい
ても活用できるような制度設計の構築を目指して、問題の所在の明確化とその解決策の提示を
試みた。研究代表者（玉井）は、「米国ディスカバリによる越境的な証拠収集と企業のリスク（「安
念潤司＝玉井克哉「訴訟における電子データの取扱い（２）──経済安全保障の観点を加味して
──）」中央ロー・ジャーナル 21 巻 1 号（2024 年 6 月刊行予定）において、米国ディスカバリ
において民事と刑事をまたがる証拠収集が部分的に実現していること、外国の司法機関が実施
する越境的な証拠収集手続により日本企業も国内での民事訴訟に資する証拠を収集できること、
しかし反面で秘密漏洩の危険にさらされていることなどを指摘した。 
 
（iv）ドイツ刑法典における国家秘密漏洩罪の検討 
 ドイツの秘密特許制度においては、その対象範囲の画定にあたり刑法典の国家秘密漏洩罪の
客体としての「国家秘密」概念が借用されている点で、一般的な秘密保護法制と連動した設計が
なされている。したがって、ドイツの制度を理解する上では、国家秘密漏洩罪の検討が不可欠と
なる。そこで、国家秘密の保護と営業秘密の保護とが交錯する領域である経済スパイの刑事規制、
とりわけドイツ刑法典 99 条の諜報機関の工作員活動罪（諜報活動罪）に焦点を当てて検討を行
った。その結果として、わが国の（国家）秘密保護法制の整備に際しては、①未遂よりも前の段
階での処罰の要否・当否、②特定秘密・営業秘密以外の秘密の保護の要否・当否、③ドイツの諜
報活動罪類似の規定の要否・当否、という 3つの問題に取り組むことが必要不可欠であることが
明らかとなった。本サブテーマの研究成果は、研究分担者（久保田）により、2022 年 8 月に開
催されたドイツ語圏日本学会の法学部会における報告「刑法による経済安全保障？ 安全保障
法上重要な情報の刑法的保護」（使用言語：ドイツ語）を通じて発表され、ドイツ語圏の法学・
政治学分野の日本研究者からの反響を得た。 
 
（v）わが国における秘密特許制度のあり方に関する検討 
 日本型の秘密特許制度の構築を目的とする本サブテーマでは、折しも、令和 4（2022）年 5月
に可決・成立した経済安全保障推進法（令和 4年法律第 43 号）によって特許出願非公開制度が
導入されたことを受け、同制度の批判的検討に主眼を置くこととした。研究代表者（玉井）によ
る論攷である「特許出願非公開制度──機微技術の流出防止のための有効な手段となるか」年報
知的財産法 2022-2023 年（2022 年）15 頁以下では、新たな制度は主として特許出願人の任意の
協力に依存したものであって、強行的な制度としては残念ながら実効性が低く、とりわけ刑事的
手段については依然として不正競争防止法上の営業秘密侵害罪によらざるを得ないことを明ら
かにした。 
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